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[垂水市環境審議会 ] 

・専門的見地から計画の進行状

況などに対して意見・提案  

・計画見直しに関する調査・審議  

[市民] 

・日常生活における環境負荷低減   

・環境保全の施策への協力  

[事業者] 

・事業活動における環境負荷低減   

・環境保全の施策への協力  

[垂水市] 

 [計画推進事務局(生活環境課)] 

・環境保全に関する施策・事業の推進   

・進行状況の管理  

・推進に関する各種会議の開催・運営  
意見     公表  

施策協力  

公表        意見  

施策協力  

意見  

施策協力     公表  

                    

第 5 章  計画の推進 
 

1 推進体制 

本計画の推進は、市・市民・事業者が協働して取り組みます。計画推進の進行

管理は、庁内において生活環境課を主体として各課と連携しながら行います。  

また、本市や垂水市環境審議会においても本計画の進行状況を管理します。本

計画の推進体制を次のとおりとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-１ 垂水市環境基本計画の推進体制 

 

[垂水市環境審議会] 

垂水市環境審議会は、市の環境関連施策を検討するための機関です。本計画の

中間報告に基づき、進行状況を専門的な観点から点検・評価するとともに、意見

や提言を述べます。  

 

[計画推進事務局（生活環境課）]  

本計画に基づき、環境保全に関する事業を推進するとともに、計画の進行状況

の把握を行います。  

また、垂水市環境審議会、垂水市環境基本計画策定委員会の事務局を務めます。  

意見・答申  

 

報告・諮問  
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市民・事業者  

2 進行管理 

進行管理は、環境マネジメントの考え方に基づき、PDCA 方式により実施しま

す。PDCA 方式の手順は次のとおりとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-２ PDCA 方式の手順 

 

 

 

 

 

 

 

  

[Ｐｌａｎ(計画)] 

・計画の策定・改定  

・目標の設定  

・施策実施方法の設定  

[Ｄｏ(実施)] 

・基本施策の取組  

・市民・事業者の取組  

[Ｃｈｅｃｋ(点検)] 

・環境の状況把握  

・目標の達成状況の把握・評価  

・点検・評価結果の公表 

市民、事業者の意見の収集  

[Ａｃｔｉｏｎ (見直し)] 

・基本施策の改善・見直し  

・新規施策の検討・立案  

・目標の見直し  

中間期及び計画期間終了時に  

計画の見直しを実施  

垂
水
市
環
境
審
議
会 

報告書の公表  

報告書 (案) 

の提示  

意見・提言  

意見  
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[Ｐｌａｎ (計画 )]  

本計画の期間は 10 年間とします。ただし、環境の状況や社会情勢の変化等を

踏まえて、適切に対応するため中間期（5 年後）に見直しを行います。  

 

[Ｄｏ (実施 )]  

本計画に示した基本施策、市民・事業者の取組を実施します。  

 

[Ｃｈｅｃｋ (点検 )]  

(1) 計画推進事務局 (生活環境課 )において、次の項目等について点検し、計画の進

捗状況を取りまとめて、垂水市環境基本計画策定委員会に報告します。  

①環境の状況把握   ②基本施策の数値目標の達成状況  

 

(2) 垂水市環境基本計画策定委員会において上記①②を検討し、評価します。  

 

(3) 垂水市環境基本計画策定委員会において評価した結果を報告書 (案 )としてと

りまとめ、垂水市環境審議会に報告し、意見・提言を受けます。  

 

(4) 垂水市環境審議会の意見・提言を受け、報告書 (案 )を修正し、報告書として市

ホームページ等で公表します。公表後、市民・事業者等からの意見等を収集し、

いただいたご意見については、今後の評価や見直しに反映させます。  

 

[Ａｃｔｉｏｎ  (見直し )] 

点検・評価結果を踏まえ、必要に応じ基本施策、先導的取組の改善・見直し、新

規施策等の検討・立案、目標の見直しを行います。  
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3 評価・分析 

(1) 本計画の施策の確認 

本計画の施策の取組状況については、市の各部署において定期的に確認しま

す。その際に、問題点が確認された場合は、垂水市環境基本計画策定委員会にお

いて改善するための方策を検討します。  

 

(2) 市民・事業者の取組状況の確認 

市民や事業者の取組状況は、アンケート調査や聞き取り調査等を実施するこ

とで把握します。  

 

(3) 意見・提言の受付 

目標の達成状況や施策の取組状況についての検討結果は、市のホームページ

や広報紙にて報告します。  

また、垂水市環境審議会にも定期的に報告し、意見や提言を求めます。さら

に、報告内容に対する市民、事業者からの意見も受け付け、内容を検討した上で

施策に反映していきます。  

 

  


